
第１０５号議案 

 

和解について 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和７年１２月１９日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第

１項第１２号の規定に基づき提出します。 



和解について 

 

下記のとおり、和解する。 

記 

１ 和解の相手方 

別表の被告、所有者及び占有者欄に記載の者 

２ 事件名 

   建物収去土地明渡等請求事件 

３ 和解条項 

第１ 前文 

台東区は、本件訴訟において、被告らが占有している土地

が道路であって、被告らに占有権原がないと主張して明渡し

を求めてきた。 

被告らは、上記土地の占有権原があり、長年にわたり、伝

法院通りに商店街を形成し、様々な行事に参加するなどして

浅草の観光に貢献してきたことなどを主張してきた。 

裁判所が、本件訴訟の解決に当たり、和解による方法が相

当であるとして、和解を勧告したことを受け、台東区は本件

訴訟の早期解決のため、被告らは今後の浅草の発展のため、

互譲の上、第２本文記載の和解内容に合意する。 

第２ 本文 

１ 被告ら及び利害関係人らは、台東区に対し、連帯して、

令和８年７月３１日限り、別紙物件目録に記載の各建物（以

下「本件各建物」という。）を収去して、別紙物件目録に記

載の各土地（以下「本件各土地」という。）を明け渡す。 



２ 被告らは、本件各土地の路面を原状に復旧し、一般通行

の安全性を確保し、前項の明渡期限までに、原状回復工事

に関する台東区の確認を受ける。 

３ 被告ら及び利害関係人らは、台東区に対し、連帯して、

本件各土地の明渡しまでの占用料相当損害金として、金８

００万円の支払義務があることを認める。 

４ 被告ら及び利害関係人らは、台東区に対し、連帯して、

前項の金員を次のとおり分割して、台東区指定の口座に振

り込む方法によって支払う。振込手数料は被告ら及び利害

関係人らの負担とする。 

(１) 令和７年１２月３１日限り 金４００万円 

(２) 令和８年３月３１日限り 金４００万円 

５ 被告ら及び利害関係人らは、本件各土地を明け渡すまで、

本件各建物の所有権及び占有権を第三者に移転しない（た

だし、別表「建物」欄記載の各建物に対応する「所有者」

欄記載の利害関係人に対する所有権の移転並びに「占有者」

欄記載の被告及び利害関係人に対する占有権の移転を除

く。）。 

６ 被告ら及び利害関係人らが、第１項の明渡しを遅滞し、

又は前項に違反したときは、上記遅滞又は違反のある別表

「土地」欄記載の土地又は「建物」欄記載の建物（以下、

併せて「遅滞不動産」という。）に対応する「被告」欄記載

の被告並びに「所有者」欄及び「占有者」欄記載の被告及

び利害関係人は、台東区に対し、遅滞不動産ごとに、上記

被告及び利害関係人が連帯して、金６６５万６１００円及



び令和８年８月１日から上記土地の明渡し済みまで１日当

たり金１万円の割合による違約金をそれぞれ支払う。 

７ 第１項により台東区が本件各土地の明渡しを受けたとき

は、台東区は、被告らに対する別表「建物」欄記載の各建

物に対応する「仮処分事件」欄記載の各仮処分申立事件の

申立てをそれぞれ取り下げ、同申立事件の決定に基づく執

行申立てを取り下げる。 

８ 被告らは、台東区に対し、台東区が別表「仮処分事件」

欄記載の各仮処分申立事件について供託した「供託担保」

欄記載の担保の取消しに同意し、その取消決定に対して抗

告しない。 

９ 被告ら及び利害関係人らは、第１項に定める本件各建物

の収去を行うに当たり、本件各土地及びその周辺の安全の

確保の観点から、収去作業開始の１４日前までに、被告ら

及び利害関係人らを代表する２名を通じて、台東区（都市

づくり部道路管理課）の担当者に対し、作業内容及び日程

等を報告し、台東区の必要に応じて、その内容を調整する

ものとする。 

１０ 台東区は、その余の請求を放棄する。 

１１ 台東区、被告ら及び利害関係人らは、台東区と被告ら

との間及び台東区と利害関係人らとの間には、本件に関し、

本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないこ

とを相互に確認する。 

１２ 訴訟費用及び和解費用は各自の負担とする。 



別紙 

物件目録 

 

１ 土地（土地１の１から土地２９まで） 

所 在 台東区浅草二丁目３番５号から１３号まで 

地 番 台東区浅草二丁目４９番地２地先 

地 目 公衆用道路 

 

２ 建物（建物１の１から建物２９まで） 

所 在 台東区浅草二丁目３番５号から１３号まで 

地 番 台東区浅草二丁目４９番地２地先 

家屋番号 （未登記につきなし） 

種 類 店舗 

構 造 鉄骨造り平家建 





別表

事件番号 建物 土地 被告 所有者 占有者 仮処分事件 供託担保

建物１の１ 土地１の１ ―
東京地方裁判所令和２年（ヨ）

第 ― 号事件
東京法務局令和２年度金

第 ― 号

建物１の２ 土地１の２ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物２ 土地２ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物３ 土地３ ― ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物４の１ 土地４の１ ― ―
同 ― 号 建物４の２ 土地４の２ ― ―
同 ― 号 建物５ 土地５ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物６ 土地６ ― 同 ― 号事件 同 ― 号

同 ― 号 建物７ 土地７ ―、― ―
同 ― 号事件
（ ― ）

同 ― 号

同 ― 号 建物８ 土地８ ― ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物９ 土地９ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物１０ 土地１０ ― 同 ― 号事件 同 ― 号

同 ― 号 建物１１ 土地１１ ―、― ―
同 ― 号事件
（ ― ）

同 ― 号

同 ― 号 建物１２ 土地１２ ― 同 ― 号事件 同 ― 号

同 ― 号 建物１３ 土地１３ ―、―
同 ― 号事件
（ ― ）

同 ― 号

同 ― 号 建物１４の１ 土地１４の１ ―、―、―

同 ― 号 建物１４の２ 土地１４の２ ―、―、―
同 ― 号 建物１５ 土地１５ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物１６ 土地１６ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物１７ 土地１７ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物１８ 土地１８ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物１９ 土地１９ ― ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物２０ 土地２０ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物２１ 土地２１ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物２２ 土地２２ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物２３ 土地２３ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物２４ 土地２４ ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物２５ 土地２５ ― ― 同 ― 号事件 同 ― 号
同 ― 号 建物２６ 土地２６ ― ― ― 同 ― 号事件 同 ― 号

同 ― 号 建物２７ 土地２７ ―、―
同 ― 号事件
（ ― ）

同 ― 号

同 ― 号 建物２８ 土地２８ ―、―
同 ― 号事件
（ ― ）

同 ― 号

同 ― 号 建物２９ 土地２９ ―、― ―
同 ― 号事件
（ ― ）

同 ― 号

（注）表中の「－」は記載省略を表す。

（注）「建物」欄記載の建物及び「土地」欄記載の土地は、別紙物件目録の各建物及び土地である。

東京地方裁判所令和４年（ワ）
第 ― 号

同 ― 号事件 同 ― 号

同 ― 号事件
（ ― ）

同 ― 号


